
公判前整理手続段階の報道対応について（刑事部，総務課申合せ）

大阪地方裁判所

本庁に係属している刑事事件の公判前整理手続について,大阪司法記者クラブ(以下｢ク

ラブ」という。 ）から取材の申出があった場合には,･次のとおり対応する。

1担当窓口

クラブとの対応窓口は総務課広報係とする。ロ
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4期日間整理手続に関しては， この申合せに準じて対応する。

※広報係への連絡の際は，以下の点に留意する。

(1)広報係に回答するメールの表題は，

「 【公判前】○○○○△刑21.2.17」のように記載する。

↑被告人名 ↑公判前整理の期日 （直近過去の期日の日付）



(2)広報係にメールする際は，広報係全員のアドレスに送信する。
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別紙1 記載例
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別紙2 記載例
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